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１ 事業について 

 

【省エネ家電買替支援事業とは】 

福山市が実施する「省エネ家電買替支援事業」は，原油価格・物価高騰による家計負担の軽減を

図るため，住宅用として省エネルギー性能の高い家電製品に買い替えた市民に対し，予算の範囲内で

費用を補助する事業です。 

この事業により，省エネ家電の普及が広がることで，家庭の電気料金とエネルギー消費量の削減につ

ながり，地球温暖化対策を推進するとともに，脱炭素社会の実現に向けた機運を醸成し，行動変容

につなげることを目的としています。 

 

【補助対象者】 

補助を受けようとする者は，次の要件を満たす必要があります。 

（１）自ら居住する市内にある住宅の既存の家電を，同品目の省エネ家電に買い替え，設置した

者  

（２）補助金申請日時点において，本市に住民票を有する者 

（３）市税を滞納していない者 

なお，次のいずれかに該当する者は，補助の対象になりません。 

（１）暴力団員（福山市暴力団排除条例〔平成２４年条例第１０号。〕第２条第２号の暴力

団員をいう。） 

（２）暴力団員等（条例第２条第３号の暴力団員等をいう。） 

 

【補助対象要件】 

補助金の交付を受けようとする者は，次の要件を満たす必要があります。 

（１）市内に所在する店舗で購入した新品（未使用品であり，インターネット販売で購入したものを

除く。）であること。 

（２）既存機器の買替えのために自ら購入し，及び設置したものであること（リース及びレンタルを 

除く。）。 

（３）製造事業者による製品保証があること。 

（４）２０２３年（令和５年）５月１日（月）から同年８月２７日（日）までに，市内の 

店舗で購入し，設置したものであること。 

（５）国，地方公共団体その他の団体による他の補助金を受け，購入するものでないこと。 
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【対象経費】 

補助対象経費は，省エネ家電の購入及び設置に要した費用とし，本体費用，工事等の設置に要

する費用，設置に必要な部品及び付帯設備等の費用並びに運搬料です。 

 ただし，次に掲げる額は除くものとします。 

（１）リサイクル処理に係る費用 

（２）消費税及び地方消費税 

（３）クーポン券等で割引きされた額 

 

【補助金の額】 

補助金の額は，次のとおりです。 

（１）補助対象経費が１５万円を超えるとき               ５万円 

（２）補助対象経費が１０万円を超え１５万円以下のとき      ３万円 

（３）補助対象経費が５万円を超え１０万円以下のとき        １万円 

補助金の交付は，１世帯当たり１品目１回限りとします。同一品目を複数台購入した場合は，そ

の金額の合計とします。 

  

【スケジュール】 

購入・設置対象期間  

２０２３年（令和５年）５月１日（月）から同年８月２７日（日）まで 

申請受付期間 

２０２３年（令和５年）６月３０日（金）から同年８月３１日（木）まで（※郵送の場

合は 当日消印有効） 

 

【対象家電】 

対象家電 基 準 

エアコン 日本産業規格（JIS 規格）C９９０１に基づく省エネルギー基準達成率が１１３％

以上（目標年度：２０１０年度）のもの 又は， 

日本産業規格（JIS 規格）C９９０１に基づく省エネルギー基準達成率が１００％

以上（目標年度：２０２７年度）のもの 

冷蔵庫 日本産業規格（JIS 規格）C９９０１に基づく省エネルギー基準達成率が１００％

以上（目標年度：２０２１年度）のもの 
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※購入済みであっても設置が完了していない場合は，申請できません。 

   ※２０２３年（令和５年）８月３１日（木）以前であっても，予算の上限に達し次第，受 

付を終了します。（予算超過の可能性が見込まれる場合は，福山市ホームページでお知らせし 

ます。） 

※予算の範囲を超えることとなった日の受付については，次に掲げるものまでを対象とし，この中から

抽選を行うことで，受付の順番を決定します。 

（１）郵送の場合 予算の範囲を超えることとなった日の消印があるもの 

（２）電子申請の場合 予算の範囲を超えることとなった日に申請されたもの 

 

【申請の流れ】 

【対象家電の買い替え】 

２０２３年５月１日

（月）以降に買い替え

たもの 

・省エネ性能が補助要件に合っているか，購入前に必ずご確認ください。 

・市内販売店で購入したものが対象です。 

 (市外の店舗や，インターネット販売で購入したものは対象となりません。) 

 

【交付申請】 

２０２３年８月３１

日（木）までに申請す

ること（※郵送の場合

は当日消印有効） 

・必ず設置後に申請してください。（設置前の申請は不可） 

・申請書（様式第１号）に必要事項を記入し，必要な書類を添付してく

ださい。 

＜注意事項＞ 

・申請は，郵送又は電子申請で受付けます。 

・郵送代や通信に係る費用は，申請者本人の負担になります。 

【対象家電の設置】 

２０２３年８月２７

日（日）までに設置す

ること 

 

・自ら居住する市内の住宅に設置してください。 

（申請者の住所が，設置場所になります。） 

審 査 ・申請書に不備がある場合は，電話等でご連絡します。 

決定通知 ・補助金の交付又は不交付の決定通知を送付します。 

 

補助金支払 ・申請書に記載された申請者本人の口座に振り込みます。 

 ・振込日の通知はありませんので，各自通帳等でご確認ください。 
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２ 申請に必要な書類について 

申請に必要な書類は，次のとおりです。 

※各必要書類に記載されている名前，住所等が，申請者本人と同じであることを確認してください。 

 書類の名称 説 明 

１ 様式第１号「福山市省エネ家電買替支援

事業補助金交付申請書」 

指定の様式を使用して，必要事項を記入 

してください。 

２ 領収書又はレシートの写し 次のことがわかるもの。 

ア 購入日 

イ 購入した店舗（市内に所在する店舗） 

ウ 購入製品名又は型番 

エ 購入費用及びその内訳 

※レシートなどは，不足箇所がないよう全体を提

出してください。複数ページにわたっても問題ありま

せん。また，文字が読めるかご確認のうえご提出く

ださい。 

３ メーカー発行の保証書の写し 型番及び製造番号が記載されているもの。 

※エアコン，冷蔵庫を製造したメーカーが発行して

いる保証書を添付してください。 

4 

 

納品書等，設置場所が分かる書類の写し 納品日又は設置日及び納品先住所が記載され

ているもの。 

※申請書に記載の，「住所」及び「設置日」と一

致する必要があります。 

5 口座名義人，口座番号が明記されている

通帳又はキャッシュカードの写し 

申請者本人の口座に限ります。 

※できるだけ，通帳の１ページ目（支店名など記

載あるページ）の見開きを提出してください。 

6 家電リサイクル券（排出者控え）の写し 必須となりますので必ず添付してください。 

※申請書に記載の，「引渡日」と一致する必要が

あります。 
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３ 様式の記入について 

【福山市省エネ家電買替支援事業補助金交付申請書（様式第 1 号）】 
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4 郵送先 

〒７２０－８５０１  

広島県福山市東桜町３番 5 号  

福山市役所経済環境局環境部環境総務課  

電話：０８４－９２８－１０７１ 

※封筒に「省エネ家電補助金申請書在中」と記載してください。 

 

なお，電子申請については，福山市ホームページ「福山市電子申請システム」から申請してください。 

電子申請の入力方法については，別途「電子申請システム入力ガイド」をご確認下さい。 

 

【参考】 

福山市ホームページ「省エネ家電買替補助金【第 2 弾】について」 

URL：https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/290330.html 

QR コード： 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/290330.html

